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監 事 の た χ ―

雫みな孤⑩

私 た ち は 、学 校 法 人 工 学 院 大 学 の 監 事 と して 、私 立学 校 法第 37条 第

3項及 び 学 校 法 人 工 学 院 大 学 寄附行 為 第 28条 に基 づ き 、同法 人 の平成

26年 度 (平 成 26年 4月 1日 か ら平 成 27年 3月 31日 )に お け る業務

及 び財 産 の状 況 につ い て監 査 を行 い ま した
:。

私 た ち は 、理 事 会 そ の他 重 要 な会 議 に 出席 す るほ か 、理 事か ら事 業 の

報 告 を聴 取 し、内部 監 査 室 か らも報 告 を受 け 、業 務 執行 状 況 を監′査 しま

した。 さ らに 、新 日本 有 限 責 任 監 査 法 人 よ り監査 の 計画 、方 法 並 び に監

査 結 果 につ い て報 告 を求 め 、詳 細 な説 明 を受 け ま した。

監_査 の結 果 、学校 法人 工 学 院 大 学 の業 務 又 は財 産 に関す る決 定及 び執

行 は適 正 で あ り、理 事 の 業 務 執行 に不 正 な行 為 が な く、上 記 法令 及 び 寄

附行 為 に違 反す る事 実 の な い こ とを確 偲 い た しま した。

以  上


